
都道府県医師会長 殿

地域の自主性及び自立性を高めるための・改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行等について(麻薬取扱者免許有効期間延長)

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今般、厚生労働省医薬・生活衛生局長より各都道府県知事等宛に「地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行等について」の通知が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼が

ありました。

本通知は、地方分権改革に関する「平成26年の地方からの提案等に関する対応

方針」を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるために様々な制度変更を行った

ことについて周知を依頼するものです。このうち、医師が申請することの多い「麻

薬施用者」等を含む「麻薬取扱者」免許の有効期間が最長3年へ延長されることに

ついて、特にご留意をいただければと存じます。

つきましては、貴会におかれましても本件に関してご了知いただきますとともに、

貴会管下会員及び関係機関等への周知方につきご高配賜りますよう、よろしくぉ願

い申し上げます。

なお、麻薬及び向精神薬取締法関係のうち、麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しに

ついては、本通知に先立って「「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する

省令の制定について」」(日医発第 1057 号仕也 1285))を平成 2 8年2月2 4日付に

て貴会宛にお送りしておりますことを申し添えます。

日医発第 1205 号(地 132D

平成28年3月30日

日本医師会長

横倉 義武



公益社団法人 日本医師会会長殿

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行等にっいて

標記について、別添写しのとおり各都道府県知事、指定都市市長、保健所設置市

長、特別区長及び地方厚生(支)局長あて通知しましたので、その内容にっいて御

了知の上、関係者への周知方よろしく取り計らいいただきますよう、お願いいたし

ます。

薬生発船16第 2 号

平成28年3月16日

厚生労働省医薬・生活衛生局長
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殿

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行等につぃて

薬生発0316第 1 号

平成28年3月16日

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」(平成27年法律第50号。以下「改正法」という。)については、平

成27年6月26日に公布され、平成28年4月1'日から施行することとされたところで

あり、これに伴い医薬・生活衛生局所管の毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303

号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及び医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の一部が改正

されます。

また、改正法の施行に伴い、「毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令」

(平成28年政令第66号。以下「改正政令」という。)が平成28年3月16日に公布され、

並びに「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労

働省令第16号)及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成28

年厚生労働省令第32号)(以下「改正省令」ど総称する。)がそれぞれ平成28年2月

8日及び同年3月16日に公布され、平成28年4月1日から施行するとととされたと

ころです。

とれらの改正の趣旨、内容等については下記のとおりですので、御了知の上、貴

管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、

その実施に遺漏なきょう、お願いいたします。

厚生労働省医薬

(公

・生活衛生局長

印省略)



第1 改正の趣旨

改正法、改正政令及び改正省令は、地方分権改革に関する「平成26年の地方か

らの提案等に関する対応方針」を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革を推進することを目的とするものである。

第2 改正法等の内容

1 毒物及び劇物取締法関係

(1)特定毒物研究者の許可等に、係る事務・権限の移譲

特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限について、主たる研究所の所在地

が指定都市の区域にある場合にあっては、指定都市の長に移譲すること。

なお、これに伴い、特定毒物研究者の許可に関する事務・権限について、主

たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長が有することを法律にお

いて明確化し、あわせて所要の改正を行うこと。

(2)特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更

特定毒物研究者が都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所

の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、

その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長による許

可を受けたものとみなすこと。

(3)経過措置

施行前に都道府県知事によりされた特定毒物研究者の許可等又は都道府県知

事に対してされている許可等の申請等は、施行後は、指定都市の長によりされ

た許可等又は指定都市の長に対してされた許可等の申請とみなすこと。

施行前に都道府県知事に対してしなければならない特定毒物研究者の氏名等

の変更等の届出等で、施行日前にその届出等がされていないものについては、

施行後は、指定都市の長に対してその届出等がされていないものとみなして、

改正後の規定を適用すること。

記

゛

2 麻薬及び向精神薬取締法関係

(1)麻薬取扱者の免許の有効期間の延長

麻薬取扱者免許の有効期間は、最長2年(免許の日からその日の属する年の

翌年の 12月31日まで)となっているが、都道府県の事務負担を軽減するため、

この有効期間を最長3年へ延長すること。

(2)麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可等に係る事務・権限の移譲

医療用麻薬に係る麻薬小売業者間の譲受・譲渡許可については、現在厚生労

働大臣(地方厚生(支)局長)が行っているが、手続の簡略化により医療用麻

2



薬の在宅医療等での利用推進を図るため、当該権限を都道府県知事へ移譲する

こと。

あわせて、手続の簡略化のため、医療用麻薬に係る麻薬小売業者間の譲受.

譲渡許可について、申請書への免許証の番号及び免許年月日の記載を不要にす

ること。

(3)麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可の有効期間の延長

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可の有効期間は、'最長1年(免許の日

からその日の属する年の 12月31日まで)となっているが、都道府県の事務負

担を軽減するため、この有効期間を最長3年へ延長すること。

(4)麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に係る軽易な変更届出制度の創設

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可にっいて、共同申請者を追加する場

合の軽易な変更届出制度を創設すること。

(5)経過措置

施行前に厚生労働大臣によりされた麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可

又は厚生労働大臣に対してされている許可の申請等は、施行後は、都道府県知

事によりされた許可等又は都道府県知事に対してされた許可等の申請とみなす

こと。

また、麻薬取扱者の免許の有効期間及び麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しに

ついては、今般の改正にかかわらず既に与えられた許可の有効期間の満了をも

つて失効するとととすること。

3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係

(1)高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可に係る事務・権限の移譲

高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可について、保健所設置市及び特

別区に移譲すること。

(2)経過措置

施行前に都道府県知事によりされた高度管理医療機器等営業所管理者の兼務

許可又は都道府県知事に対してされている許可の申請は、施行後は、保健所設

置市の長又は特別区の長によりされた許可又は都道府県知事に対してされた許

可の申請とみなすとと。

第3 既存の通知等の取扱いについて

既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、改正法等の内容

に合わせて、「地方厚生局」を「都道府県知事」、「都道府県知事」を「指定都市の

長」等と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるもの

であること。

3

以上
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1第5次地方分権一括法
平成26年から新たに導入した「提案募集方式」における地方公共団体等からの提案等
を踏まえた「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣
議決定)1こ基づき、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務,権限
の移譲等について、関係法律の整備を行うもの。 〔19法律を一括改正〕

(参考)

第2次地方分権一括法(H23.8成立)一都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け.枠付けの見直し
第3次地方分権一括法(H25.6成立)一都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け.枠付けの見直し

し ヤ f

ヨ「

第1次地方分権一括法(H23.4成立)一義務付け・枠付けの見直し

第4次地方分権一括法(H26.5成立)一国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務.権限の移譲

叉

1主な改正内容
弓^ー=コーー^J弔一ーー゛」'▲゛^、゛,「,"ー^■唖岬.'.3^^ー、.、、.上.エ,一→乳型'唯゛^^^^

11 地方公共団体への事務・権限の移譲等

Ea

A 国から地方公共団体

・農地の総量確保のための仕組みの充
実及び農地転用許可の権限移譲等

・医療用麻薬に係る小売業者間の譲渡

,

E

町の許可

f rl

1施行期日

kL

f トマ

①直ちに施行できるもの→公布の日

②地方公共団体において条例制定や体制整備が必要なもの→平成28年4月1日

B 都道府県から指定都市等

、・指定都市立特別支援学校の設置等
に係る都道府県の認可

1・火薬類の製造許可等

i

ず

ーー^、 1

地方分権改革に関する提案募集方式

これまでの地方分権改革の成果を踏まえ、、

平成26年より、委員会勧告方式に替えて 1

平成 2 7年6月
内閣廊妨分権改革推進室

「提案募集方式」を導入し、地方の発意に'

根差した新たな取組を推進することとして

いる。

平成27年6月19日成立
平咸27年6月26日公布

Ⅱ義務付け・枠付けの見直し等

・建築審査会委員の任期の条例委任

・農林業等活性化基盤整備計画を定め
る際の市町村から都道府県に対する
同意協議に係る同意の一部廃止
・保育所型認定こども園に係る認定の
有効期間の廃止

1

等

.,^i"

潔
一三
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11 地方公共団体への事務・権限の移譲等(12法律)
「ーーー~ー、'

A 国から地方公共団体

仁

'

0麻薬小売業者間の麻薬の譲渡に'
係る許可を都道府県に移譲

【農地法1

.及び向

*ーーーーーーーーーーー『

E

ブ1【3頁参照】
n

^

二く 又

0特定新規中小企業者に投資が行1
われたことの確認を都道府県に
移譲

/1、1釡

の=芹に

,:

L

匝

B 都道府県から指定都市等

/1、」企

10事業承継の支援措置に係る認定
且

i

る

心堂^
0指定都市立特別支援学校の設置

等認可を指定都市に移譲

'、

等を都道府県に移譲

,,土

進

1 此署

゛.、

0使用者に対する技術基準適合命

令等を都道府県に移譲

円縄化法
:

1

^

0特定毒物研究者の許可等を指定10特定毒物研究者の許可等を指定1
都市に移譲

2

1Ⅱ義務付け・枠付けの見直し等
(8法律)

ひ1

0高度管理医療機器等営業所管理
者の兼務許可を保健所設置市・特
別区に移譲

F出ガスまド去

、ロ

又

0精神医療審査会委員の任期を、3年
を上限に条例で規定可能に

0火薬類の製造許可等を指定都市に
移譲

聿冒止法

条

0麻薬取扱者免許の有効期問を最長2
年から3年に延長

官圧ガス

0高圧ガスの製造許可等を指定都市

に移譲

び0

_J

言刃

0保育所型認定とども園に係る認定の

有効期間の廃止

こども呆法

二

法

又 ι1

0基盤整備計画に係る知事同意協議

(一音山の協議への見直し

【採石法〕
【砂^
0事業者の登録拒否等の要件等に暴

力団員等を追加

豊皇^
0市町村の建築主事の設置に係る知事

同意協議の協議への見直し

0建築審査会委員の任期の条例委任

【者匝^
0区域区分に関する都市計画決定に係る

些山

※

羣

農林水産大臣協議の対象範囲の見直し

竺

、
、

些
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第
四
条
第
四
項
中
「
及
ぴ
中
等
教
育
学
校
」
を
「
、
中
等
教
育
学
校
及
ぴ
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
章
厚
生
労
働
省
関
係

(
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

第
二
条
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
二
年
」
の
下
に
「
(
委
員
の
任
期
を
二
年
を
超
え
三
年
以
下
の
期
間
で
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
期
間
)
」
を
加
え
る
。

全
母
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
改
正

第
三
条
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
六
条
の
二
及
び
第
十
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
者
は
、
」
の
下
に
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
を
加
え
る
。

附
則
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第
十
条
第
二
項
中
こ
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
「
以
内
に
、
」
の
下
に
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の

」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
三
中
「
、
そ
の
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」
に
、
「
、
市
長
」
を
「
市
長
」
に
、
「
。
第
十
七
条
第
二
項
」
を

「
と
し
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
指

、
ノ

定
都
市
の
長
と
す
る
。
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
」
に
、
戸
打
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
及
ぴ
第
四
項
」
を
削
り
、
伺
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を

「
処
分
」
の
下
に
「
(
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
は
、
同
項
の
規
定
に
基
っ
く
処
分
に
限
る
。
)
」
を
加
え
る
。

、

第
二
十
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
毒
物
若
し
く
は
」
を
「
毒
物
又
は
」
に
、
「
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
に
」
を
「
に
あ
つ
て
は
そ

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
指
定
都
市
の
長
)
に
、
特
定
毒
物
使
用
者
に
」
に
改
め
、
「
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ

」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
、
そ
の
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
と
し
、

1
W
1

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
指
定
都
市
の

長
と
す
る
。
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
。
第
十
七
条
第
二
項
及
び
」

に
改
め
、
「
第
十
九
条
第
三
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
の
行
う
」
と
」
を

加
え
る

第
二
十
三
条
の
五
中
「
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「
第
五
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「
第
五
項

に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
項
で
」
を
「

第
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
立
入
」
を
「
立
入
り
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
同
条
第
四
項
で
」
を
「
同
条
第
四
項
に
お

い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
ょ
る
」
に
改
め
る
。

展
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
改
正

1
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
翌
年
」
を
「
翌
々
年
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
十
一
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
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応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
に
、
「
場
合
に
は
」
を
「
と
き
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
都
道
府
県
知
事

二
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
各
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

1

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
た
だ
し
、

第
二
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
二
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)

」
に
改
め
る
。

(
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)

第
五
条
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
ぴ
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
)
の
一
部
を
炊
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
区
長
。
」
の
下
に
「
炊
条
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

(
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)

第
六
条
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
)
の
一
部
を
炊
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
削
除

第
三
章
農
林
水
産
省
関
係

(
農
地
法
の
一
部
改
正
)

、

第
二
十
九
条

第
七
条
農
地
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
都
道
府
県
知
事
(
曲
辰
地
又
は
採
草
放
牧
地

ー
、
ー
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四
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
ょ
る
公
示
を
し
た
と
き
。

五
第
十
五
条
の
規
定
に
ょ
る
公
示
を
し
た
と
き
。

六
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
ょ
る
確
認
を
し
た
と
き
。

七
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
公
表
を
し
た
と
き
。

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
報
告
の
徴
収
(
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
を
し
た

八
と
き
0

九
前
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
立
入
検
査
(
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
を
し
た
と
き
。

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
炊
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
六
条
、
第
八
条
(
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限

る
。
)
、
・
第
九
条
(
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四

附
則

条
第
八
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
 
Y
 
第
十
一
条
(
採
石
法
第
三
十
三
条
の
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
に
限

る
。
)
及
び
第
十
七
条
(
建
築
基
準
法
第
八
十
条
を
削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
条
の
二
を
同
法
第
八
十
条
と
す
る
改

正
規
定
同
法
第
八
十
条
の
三
を
同
法
第
八
十
条
の
二
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
八
十
三
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。

)
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
公
布
の
日

二
第
十
一
条
(
採
石
法
第
三
十
三
条
の
十
七
の
炊
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
及
び
第
十
四
条
の
規
定
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

三
第
十
条
及
ぴ
第
十
九
条
の
規
定
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

四
第
十
三
条
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
九
条
(
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
)
別
表
第
一
租
税
特
別
措
置
法
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
の
項
第
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る

)
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

0
五
第
十
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定
平
成
三
十
年
四
月
一
日

羣
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
ょ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
て

1
御
1
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い
る
指
定
都
市
(
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
J
 
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
に

係
る
認
可
の
申
請
は
、
第
一
条
の
規
定
に
ょ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な

す
。(

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
三
条
こ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
三
条
の
規
定
に
ょ
り
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
を
受

け
て
い
る
者
の
当
該
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
。

(
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
四
条
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
た
第
六
条
の
規
定
に
ょ
る
改
正
前
の
同
法
第
五
条
第
一
項
の

有
効
期
間
が
定
め
ら
れ
た
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

(
以
下
と
の
条
に
お
い
て
「
保
育
所
」
と
い
う
J
 
に
係
る
認
定
(
同
日
に
お
い
て
有
効
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
い
て
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
た
有
効
期
間
の
定
め
が
な
い
保
育
所
に
係
る
認
定
と
み
な
す
。

(
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
五
条
都
道
府
県
知
事
が
第
十
六
条
の
規
定
に
ょ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
経
営
承
継
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
)
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
ょ
り
新
経

営
承
継
円
滑
化
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

、

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
が
第
十
三
条
の
規
定
に
ょ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
)
第
七
十
条
の
七
第
三
十
一
項
又

は
第
七
十
条
の
七
の
二
第
三
十
一
項
(
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
四
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
関
係
規
定
」
と
い
う
。
)
に
規
定
す
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限

の
確
定
に
係
る
事
実
に
関
し
、
法
令
の
規
定
に
基
つ
き
認
定
確
認
、
報
告
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
を
し
た
こ
と
に
ょ
り
当

該
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
か
つ
、
同
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
関
係
規
定
に
ょ
る
通
知
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、

同
日
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
当
該
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
十
三
条
の
規
定
に
ょ
る

改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
)
第
七
十
条
の
七
第
三
十
一
項

又
は
第
七
十
条
の
七
の
二
第
三
十
一
項
(
新
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
四
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

ノ
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含
む
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
処
八
刀
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
六
条
こ
の
法
律
(
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
)
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
)
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
前
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
ょ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為

」
と
い
う
。
)
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
と
と
と

な
る
も
の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
つ
く
政
令
の
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
と
の
法

、レ

律
に
ょ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
ょ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

2
 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
ょ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に

対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
を
、
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
ょ
り
国
又
は
地
方
公
共
団

体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
ぃ
て
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
ょ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
七
条
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
。

(
政
令
へ
の
委
任
)

第
八
剣
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
(
罰
則
に
関

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
)
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
九
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
農
地
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
)
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
都
道
府
県
」
を
「
都
道
府

県
等
」
に
、
コ
一
へ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
へ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
都
道
府
県
」
を
「
都
道

府
県
等
」
に
改
め
、
同
表
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
の
項
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「

ー
~
ー
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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
新
旧
対
照
条
文
^
目
炊

学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
(
抄
)
(
第
一
条
関
係
)

0

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
二
条
関
係
)

0

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(
昭
和
二
十
王
年
法
律
第
三
百
三
号
)
(
抄
)
(
第
三
条
関
係
)

00
 
麻
薬
及
び
向
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
四
条
関
係
)

0
 
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
ぴ
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

(
第
五
条
関
係
)

:
:
:
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●

0
 
航
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
ヒ
号
)
(
抄
)

(
第
六
条
関
係
)

農
地
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
)
(
抄
)
(
第
七
条
関
係
)

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
)
(
抄
)
(
第
八
条
関
係
)

0
 
特
定
農
山
村
地
城
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
五
年
法
律
第
ヒ
十
二
号
)
(
抄
)

(
第
九
条
関
係
)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:
.
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
:
.
●
.

0
 
火
薬
類
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
)
(
抄
)
(
第
十
条
関
係
)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0
 
採
石
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
)
(
抄
)
(
第
十
一
条
関
係
)

0
 
高
圧
ガ
ス
保
安
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
)
(
抄
)
(
第
十
二
条
関
係
)

0
 
租
税
特
別
措
置
法
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
(
抄
)
(
第
十
三
条
関
係
)

0
 
砂
利
採
取
法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
十
四
条
関
係
)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0
 
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
)
(
抄
)
(
第
十
五
条
関
係
)

0
 
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
十
六
条
関
係
)

0
 
建
築
基
準
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)
(
抄
)
(
第
十
七
条
関
係
)

0
 
都
市
計
画
法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)
(
抄
)
(
第
十
八
条
関
係
)

:
●
●
●
●
●
●
昆
●
●
●
●
●
●
●
●

0
 
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号
)
(
抄
)
(
第
十
九
条
関
係
)

0
 
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
九
条
関
係
)

:
:
:
昆
.
 
4
 
●
●
:
●

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:
:
:
:
:
:
.
●
:
●
●
●
●
■
●
●
●
●

(
昭
和
三
十
玉
年
法
律
第
百
四
十
五
号
)
(
抄
)

:
:
■
.
●
.
■
:
●
●
●
●
●
●
●
●
■

:
:
.
●
●
■
●
●

又

.

.

.

.

.

.

.

司
:
●
●
●
●
■
●

■
:
闇
:
.
■
:
:
.
●
●
●
●
■
■
●
●
●

13

●
●
●
昆
●
●
●
●
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:
●
.
●
●
■
■
●

1
伽
1

00
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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)
(
抄
)
(
第
三
条
関
係
)

0

第
三
条
の
二
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
学
術
研
究
の
た
め
特
定
毒
物
を

製
造
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所

在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
地
方
自
治
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
ヒ
ロ
方
)
第
二
百
玉
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以

改
正
案

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
の
区
城
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長

第
六
条
の
二
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
許
可
を
受
け
た
者
(
以

0

下
「
特
定
毒
物
研
究
者
」
と
い
う
J
 
で
な
け
れ
ば
、
特
定
毒
物
を
製
造
し
て
は
な

ら
な
レ

2
S
U
 
(
略
)

(
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
)

第
六
条
の
二
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
主
た
る
研

究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
申
請
書
を
出
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
届
出
)

第
十
条
(
略
)

2
 
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
欧
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
日

第
三
条
の
二
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
学
術
研
究
の
た
め
特
定
毒
物
を

製
造
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を

受
け
た
者
(
以
下
「
特
定
毒
物
研
究
者
」
と
い
う
。
)
で
な
け
れ
ば
、
特
定
毒
物
を

製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。

以
内
に
、
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な

現

行

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

2
S
H
 
(
略
)

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

-
 
S
三
(
略
)

3
 
(
略
)

霧
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
)

第
六
条
の
二
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事

に
申
請
書
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
回
収
等
の
命
令
)

第
十
五
条
の
三
都
道
府
県
知
事
全
母
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗

の
所
在
地
が
保
健
所
を
殷
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、

(
届
出
)

第
十
条
(
略
)

2
 
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
日
以
内
に

都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

市
長
又
は
区
長
と
し
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在

地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
指
定
都
市
の
長
と
す
る
。
第
十
七

条
第
二
項
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
毒

物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
行
う
毒
物
若
し
く
は
劇
物
又
は
第
十
一
条

第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
の
廃
棄
の
方
法
が
前
条
の
政
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
せ
ず
、
と
れ
を
放
置
し
て
は
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
つ
い
て
保
健
衛
生

上
の
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当

該
廃
棄
物
の
回
収
又
は
毒
性
の
除
去
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
悼
1

(
登
録
の
取
消
等
〕

第
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
を
受

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
(
販
売
業
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
販
売
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
者
の
有
す
る
設
備
が
第
玉
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

-
 
S
三

(
略
)

3

5

(
略
)

(
回
収
等
の
命
令
)

第
十
五
条
の
三
都
道
府
県
知
事
(
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店

舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。

)
は
、
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
行
な
う
毒
物
若
し
く
は
劇
物
又

は
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
の
廃
棄
の
方
法
が
前
条
の
政
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
こ
れ
を
放
置
し
て
は
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
つ
い

て
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
者

に
対
し
、
当
該
廃
棄
物
の
回
収
又
は
毒
性
の
除
去
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
、
へ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

(
登
録
の
取
消
等
)

第
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
を
受

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
(
販
売
業
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第

三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
販
売
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

て
、
こ
れ
ら
の
者
の
有
す
る
設
備
が
第
五
条
の
規
定
に
基
う
く
厚
生
労
働
省
令
で

い

、 4 、



に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
設
備
を

同
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
S
5
 
(
略
)

6
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
緊
急
時
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に

対
し
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
(
指
定
都
市
の
長
に
対
し

て
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
限
る
。
)
を
行
う
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

(
聴
聞
等
の
方
法
の
特
例
)

第
二
十
条
(
略
)

2
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
保
健
所
を
設
置
す
る
市

の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
ょ
る
登
録
の
取
消
し

伺
条
第
三
項
の
規
定
に
ょ
る
毒
物
劇
物
取
扱
責
任
者
の
変
更
命
令
又
は
同
条
第
四

項
の
規
定
に
ょ
る
許
可
の
取
消
し
(
欧
項
に
お
い
て
「
登
録
の
取
消
処
分
等
」
と
い

う
。
)
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
聴
聞
の
期

日
及
ぴ
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

3
 
(
略
)

定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、

そ
の
設
備
を
同
条
の
規
定
に
奨
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
登
録
が
失
効
L
た
場
合
等
の
措
置
)

第
二
十
一
条
毒
物
劇
物
営
業
者
、
特
定
毒
物
研
究
者
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
は
、
そ

の
営
業
の
登
録
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
が
効
力
を
失
い
、
又
は
特
定
毒

2
S
5
 
(
略
)

6
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
緊
急
時
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
、
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
を
行
う
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
聴
聞
等
の
方
法
の
特
例
)

第
二
十
条
(
略
)

2
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は

特
別
区
の
区
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
ょ
る
登
録
の
取
消
し
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
ょ
る
毒
物
劇
物
取
扱
責
任
者
の
変
更
命
令
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
ょ
る

許
可
の
取
消
し
(
吹
項
に
お
い
て
「
登
録
の
取
消
処
分
等
」
と
い
う
。
)
に
係
る
行

政
手
続
法
第
十
王
条
第
一
項
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公

示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

3
 
(
略
)

物
使
用
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
十
五
日
以
内
に
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者

又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
)
に
、
特
定
毒
物
使
用
者
に
あ
つ
て
は

都
道
府
県
知
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
現
に
所
有
す
る
特
定
毒
物
の
品
名
及
び
数
量
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
S
4
 
(
略
)

(
登
録
が
失
効
し
た
場
合
等
の
措
置
)

第
二
十
一
条
毒
物
劇
物
営
業
者
特
定
毒
物
研
究
者
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
は
、
そ

の
営
業
の
登
録
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
が
効
力
を
失
い
、
又
は
特
定
毒

(
業
務
上
取
扱
者
の
届
出
等
)

第
二
十
二
条
(
略
)

(
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
)
の
事
業
場
」

.
第
二
十
三
条
の
三

と
、

2
 
・
 
3
 
(
略
)

4
 
第
七
条
、
第
八
条
第
十
一
条
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
玉
条
の

三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
ぴ
に
第
十
九
条
第
三

項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
(
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

第
七
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
(
そ
の

、

事
業
場
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
城
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
)
に
」
と
、
第
十
五
条
の
三
中
「
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売

業
に
あ
う
て
は
そ
の
店
舗
」
と
あ
る
の
は
.
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
(

物
使
用
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
十
五
日
以
内
に
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者

又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
店

舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
又
は
特
定
毒
物
使
用
者
に
あ

つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
現
に
所
有
す
る
特
定
毒
物
の
品
名
及
ぴ
数
量
を
届
け
出

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
)
の
事
業
場
」

「
と
し
、
特
定
毒
物
研

と
、

究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合

2
S
 
4

(
業
務
上
取
扱
者
の
届
出
等
)

第
二
十
二
条
(
略
)

(
略
)

2
 
・
 
3
 
(
略
)

4
 
第
七
条
、
第
八
条
第
十
一
条
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
十
五
条
の

三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
ぴ
に
第
十
九
条
第
三

項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
(
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

第
ヒ
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
(
そ
の

事
業
場
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
)
に
」
と
、
第
十
五
条
の
三
中
「
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売

業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

、フ・ 、 6 、



に
船
い
て
は
指
定
都
市
の
長
と
す
る
。
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
及
ぴ

第
二
十
三
条
の
一
三
と
あ
る
の
は
「
。
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
」

と
、
「
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
の
行
う
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

5
S
7
 
(
略
)

(
事
務
の
区
分
)

第
二
十
三
条
の
五
第
四
条
第
二
項
(
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
、
第
七
条
第
三
項
(
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)

第
+
条
第
一
項
(
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
J
 
及
び
第
二
十

一
条
第
一
項
(
製
造
業
者
又
は
翰
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
同
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
二
十
五
条
炊
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

-
 
S
二
の
二
(
略
)

三
第
十
六
条
の
二
(
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
玉
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
)
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

5
S
7

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
ょ
る
厚
生
労
働
大
臣
、

(
事
務
の
区
分
)

第
二
十
三
条
の
五
第
四
条
第
二
項
(
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
、
第
七
条
第
三
項
(
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)

第
十
条
第
一
項
(
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
二
十

一
条
第
一
項
(
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
伺
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
 
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区

(
略
)

場
合
に
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

王
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
 
の
規
定
に
ょ
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は

収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)

第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
石
ぢ
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

の
区
長
の
要
求
が
あ
つ
た
場
合
に
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

玉
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
ぴ

、
、

第
二
十
五
条
炊
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

-
 
S
二
の
二
(
略
)

三
第
十
六
条
の
二
(
第
二
十
二
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む

)
の
規
定
に
違
反
し
た
者

0
四
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び

第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
ょ
る
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府

県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
要
求
が
あ
つ
た

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
ょ
る
立
入
り
、
検
査
、

質
問
又
は
収
去
を
拒
み
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

六
第
二
十
一
条
第
一
項
(
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の

規
定
に
違
反
し
た
者

七
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
ょ
る
届
出
を
怠
り
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
た
者

,
司

六
第
二
十
一
条
第
一
項
(
同
条
第
四
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に

違
反
し
た
者

七
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
届
出
を
怠
り
、
又
は
虚
偽

の
届
出
を
し
た
者

8、 9 、



麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
四
条
関
係
)

0

(
用
語
の
定
義
)

第
二
条
(
略
)

改
正
・
案

(
免
許
の
有
効
期
間
)

第
五
条
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
免
許
の
日
か
ら
.
そ
の
日
の
属
す
る
年

の
翌
々
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

尖
合
器
及
び
被
包
の
記
載
)

第
三
十
一
条
麻
薬
営
業
者
(
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
)
は
、
そ
の
窓
器
及
ぴ
容
器

の
直
接
の
被
包
に
圃
の
記
号
及
び
左
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
麻
薬

(
譲
渡
し
)

第
二
十
四
条
(
略
)

2
S
9
 
(
略
)

前
各
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。

麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
せ
ん
(
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

(
用
語
の
定
義
)

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

-
 
S
十
六
(
略
)

十
七
麻
薬
小
売
業
者
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
て
、
麻
薬
施
用
者
の
麻
薬

を
記
載
し
た
処
方
せ
ん
(
以
下
「
麻
薬
処
方
せ
ん
」
と
い
う
。
)
に
ょ
り
調
剤
さ

れ
た
麻
薬
を
譲
り
渡
す
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

十
八
S
四
十
三
(
略
)

現

行

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
)
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲

り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
免
許
の
有
効
期
間
)

第
五
条
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
免
許
の
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年

の
翌
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
褐
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
者
の
許
可
を
受
け
て
譲
り
渡
す
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
一
.
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定

に
ょ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

-
 
S
三
(
略
)

一
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
都
道
府
県

知
事

(
譲
渡
し
)

第
二
十
四
条
(
略
)

(
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
)

第
三
十
二
条
麻
薬
営
業
者
(
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は

二
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
厚
生
労
働
大
臣

2
S
9
 
(
略
)

(
証
紙
に
ょ
る
封
か
ん
)

第
三
十
条
(
略
)

(
新
設
)

2
 
・
 
3
 
(
略
)

4
 
前
三
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
第
十
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

麻
薬
小
売
業
者
は
、
麻
薬
処
方
せ
ん
(
第
二
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

尖
合
器
及
ぴ
被
包
の
記
載
)

第
三
十
一
条
麻
薬
営
業
者
(
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
)
は
、
そ
の
容
器
及
ぴ
容
器

の
直
接
の
被
包
に
「
@
の
記
号
及
ぴ
炊
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
麻
薬

以
外
の
麻
薬
を
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
十
項
の
規
定

に
ょ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

-
 
S
三
(
略
)

に
違
反
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
)
を
所
持
す
る
者
以
外
の
者
に
麻
薬
を
譲

り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

.

前
各
項
の
規
定
は
、

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。

(
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
)

第
三
十
二
条
麻
薬
営
業
者
(
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
J
 
は

(
証
紙
に
ょ
る
封
か
ん
)

第
三
十
条
(
略
)

2
 
・
 
3
 
(
略
)

4
 
前
三
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
ょ
る
許
可
を
受
け
て
麻
薬

を
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
に
は
、
譲
受
人
か
ら
諌
受
人
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
ょ
り
作
成
し
た
譲
受
証
の
交
付
を
受
け
た
後
、
又
は
こ
れ
と
引
換
え
で
な

け
れ
ば
、
麻
薬
を
交
付
し
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
麻
薬
を
交
付
す
る
と
き
は
、
同
時

に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
作
成
し
た
譲
渡
証
を
麻
薬
の
譲
受
人

に
交
付
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
ょ
る
許

可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
事
務
の
区
分
)

第
六
十
二
条
の
二
第
二
十
四
条
第
十
二
項
(
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第

二
十
九
条
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
ぴ
第
三
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九

条
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
十
二
、
第
五
十
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五

十
条
の
三
士
二
、
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
、
第
五
十
条
の
三
十
九

第
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
五
ま
で
、
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
、
第

四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
同
条
第
二
項
か
ら
第
六

項
ま
で
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
)
、
第
五
十
八
条
の
十
一
、
第
五
十
八
条
の
十
二
並
び
に
第
五
十
八
条
の
十

六
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治

法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

麻
薬
を
譲
り
渡
す
揚
合
に
は
、
譲
受
人
か
ら
譲
受
人
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
ょ
り
作
成
し
た
譲
受
証
の
交
付
を
受
け
た
後
、
又
は
こ
れ
と
引
換
え
で
な

け
れ
ば
、
麻
薬
を
交
付
し
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
麻
薬
を
交
付
す
る
と
き
は
、
同
時

に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
作
成
し
た
譲
渡
証
を
麻
薬
の
譲
受
人

、

に
交
付
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
て
麻
薬
を
譲
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
事
務
の
区
分
)

第
六
十
二
条
の
二
第
二
十
九
条
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項

(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十

六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
十
二
、
第
五
十
条
の
二
十
四
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
王
十
条
の
三
士
二
、
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
五
十
条
の
三
十
九
、
第
王
十
八
条
の
二
か
ら
第
玉
十
八
条
の
五
ま
で
、
第
五
十
八

条
の
六
第
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
ぴ
第
八
項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
、
同

条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
の
九
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
八
条
の
十
一
、
第
五
十
八
条
の
十
二
並
び

に
第
五
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
口
ぢ
)
第
二
条
第
九
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

,
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医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
王
号
)
(
抄
)
(
第
五
条
関
係
)

0

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

※
「
現
行
」
は
、
地
城
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
)
第
三
十
一

条
に
ょ
る
改
正
後
の
も
の

(
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
の
許
可
)

第
三
+
九
条
(
略
)

2
 
前
項
の
許
可
は
、
営
業
所
、
こ
と
に
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、

い
て
同
じ
。
)

改

3
 
・
 
4
"
(
略
)

正
案

市
長
又
は
区
長
。
次
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お

が
与
え
る
。

(
動
物
用
医
薬
品
等
)

第
八
十
三
条
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
(
治
験
の

対
象
と
さ
れ
る
薬
物
等
を
含
む
。
)
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
(
第
二
条
第
十
王
項

第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第

一
項
及
び
第
二
項
(
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
t
る
場
合
を
含

む
。
)
、
第
七
十
六
条
の
四
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七

十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第

(
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
ぴ
貸
与
業
の
許
可
)

第
三
十
九
条
(
略
)

2
 
前
項
の
許
可
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が

与
え
る
。

現

一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
一
条
の
四

炊
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
三
条
の
四
第
三
項
(
第
八
十
三
条
の
玉
第
二
項

、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
を
除
く
。
)
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令

」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
遣
す
る
市

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
欧
項
、
第
七
条

第
三
項
並
ぴ
に
第
十
条
第
項
(
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
ぴ
第
二
項
(
第
三
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
泡
用
す
る
場
合
を
含
む
J
 
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導

医
薬
品
及
ぴ
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
口
、
第
二
十
王
条
第
二
号
、

第
二
十
六
条
第
三
項
第
王
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
六
条
の
九
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第

五
項
及
び
第
七
項
並
ぴ
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
'
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る

の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
こ
般
用
医

薬
品
(
第
四
条
第
玉
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
口
中
「
又
は
」
と
あ

る
の
は
「
一
右
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と

き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ

る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
(
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ

る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
伺
じ
。
)
に
つ
い
て

3

4

行

(
動
物
用
医
薬
品
等
)

第
八
十
三
条
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
(
治
験
の

対
象
と
さ
れ
る
薬
物
等
を
含
む
。
)
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

ご
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
(
第
二
条
第
十
五
項
、

第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
ぴ
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
十
第

一
項
及
び
第
二
項
(
伺
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
六
の
二
、
第
七

十
六
条
の
七
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
七
の
二
、
第
七
十
六
条
の
八
第

(
略
)

一
項
、
第
七
+
六
条
の
九
、
第
七
十
六
条
の
十
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
一
条
の
四

欧
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
三
条
の
四
第
三
項
(
第
八
十
三
条
の
五
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
を
除
く
J
 
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令

」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
欧
項
、
第
七
条

第
三
項
並
ぴ
に
第
十
条
第
一
項
(
第
三
十
八
条
第
一
項
並
ぴ
に
第
四
十
条
第
一
項
及

ぴ
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
ぴ
第
二
項
(
第
三
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
お
い
て
同
じ
。
ご
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導

医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
口
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、

第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
第
三
十
一
条

第
三
十
六
条
の
九
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第

五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る

の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
一
般
用
医

薬
品
(
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
口
中
「
又
は
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と

き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ

る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
(
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ

る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
つ
い
て
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の
残
留
性
(
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
(
そ
の
物
質

が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
)
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ

の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
ょ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

と
、
同
条
第
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第

七
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一

号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第

石
万
中
「
国
民
の
生
命
及
ぴ
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持

」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
(
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お

け
る
設
備
及
ぴ
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お

い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
炊

項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条

第
二
項
に
粘
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
口
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
項
第
三
号
中
「
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と

又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動

物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生

産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
(

第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
J
 
又
は

一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府

県
知
事
(
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
城
に
あ

の
残
留
性
(
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
(
そ
の
物
質

が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
)
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ

の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
ょ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」

と
、
同
条
第
七
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第

七
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一

号
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第

一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持

」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
(
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お

け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お

い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
炊

項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
第
七
十
一
条
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
C
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
口
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
一
.
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ
と

又
は
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動

物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が
生

産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
(

第
四
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
又
は

一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府

県
知
事
(
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
炊
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬

品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十

六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す

る
医
薬
品
(
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
)
以
外
の
医
薬
廿
叩
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
ぴ
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
伺
条
第
.
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第

二
類
医
薬
口
叩
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

知
事
(
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
欧
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
十
九
条
の
三
第
一

到
に
お
い
て
同
じ
。
ご
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見

出
し
中
「
処
方
箆
医
薬
口
叩
」
と
あ
る
の
は
靈
指
示
医
薬
口
叩
」
と
、
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
中
「
処
方
饗
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
笈
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、

第
五
十
条
第
ヒ
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に

規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第

十
二
号
中
「
医
師
等
の
処
方
笑
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
筌
・
指
示
」
と

同
条
第
十
三
号
及
ぴ
第
王
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
一
動
物
の
身

体
」
と
、
第
五
十
ヒ
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
叉
は
第

三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六

十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
(
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機

器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
(
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
)
の
販
売
業
若

し
く
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
ぴ
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬

品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十

.

六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す

る
医
薬
品
(
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
)
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
伺
条
第
二

項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
一
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
邑
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
中
「
第

二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県

知
事
(
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
城
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
伺
じ

)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
笑

0

医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処

方
筵
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
笈
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
王
十
条
第
七
号

中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご

と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
医
師

等
の
処
方
筵
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
笈
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
三
号

及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
{
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十

七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
0
叩
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中

「
都
道
府
県
知
事
(
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は
管

理
医
療
機
器
(
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
J
 
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
与
業

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
営
業
所
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市

.、 16 、 15.



を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
城
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。

第
七
十
条
第
一
項
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二

条
の
四
、
第
七
十
二
条
の
五
、
第
七
十
三
条
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条

及
ぴ
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と

同
条
第
四
項
及
ぴ
第
七
十
条
第
二
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す

る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第

七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
、
都
道
府
県

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
す
る
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
揚
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一

項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七

十
二
条
の
王
、
第
七
十
三
条
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
一

条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項

及
ぴ
第
ヒ
十
条
第
二
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三

第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区

長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
.
「
、
都
道
府
県
保
健
所
を
設
置

す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
一
,
又
は
都
道
府
県
」
と
す
る
。

2
 
・
 
3
 
(
略
)

・ 17 ・
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0
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十

七
年
法
律
第
玉
十
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
第
六
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

麻
薬
及
ぴ
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
及
ぴ
第
十
二
項
第
二
号
」
に
、
「
地
方
厚
生
局
長
(
」
を

「
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
」
に
、
「
地
方
厚
生
局
長
)
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
」

に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
方
厚
生
局
長
」
を
「
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
第

二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
地
方
厚
生
局

長
」
を
「
都
道
府
県
知
事
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
属
す
る
年
の
」
の
下
に
「
翌
々
年
の
」
を
加
え
、
「
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
又
は
」
を
「
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と

と
し
た
と
き
、
又
は
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、
「
地
方
厚
生
局
長
」
を
「
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
地
方
厚
生
局
長
は
、
前
項
」
を
「
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
及
び
第
七

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

7
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間

譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
全
て

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
炊
項
に
定
め
る
手
続
に
ょ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者

以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

8
 
前
項
の
規
定
に
ょ
り
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
及
び
当
該
麻
薬

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久



小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

書
(
別
記
第
十
号
の
四
様
式
)
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
殿
損
し
、
又
は
亡
失
し

た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
し
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

麻
薬
小
売
業
者
問
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小

売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

二
全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
。

三
前
項
の
規
定
に
ょ
り
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
麻
薬
小
売
業
者
間
譲

渡
許
可
書
を
発
見
し
た
と
き
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め

る
。

別
記
第
十
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ⅱ 10



別記第 10号の2様式(第九条の二関係)

麻薬小売業者間譲渡許可申請書

他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を
補足するために麻薬を譲り渡したいので申請します。

年 月 日

麻薬業務所

①

申請者

所在地

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

名称

麻薬業務所

氏名(法人にあつては、

名称)

②

申請者

所在地

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

名称

麻薬業務所

氏名(法人にあつては、

名称)

③

申請者

所在地

都道府県知事

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地)

名称

(注意)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 麻薬業務所欄及び申請者欄にそのすべてを記載することができないときは、別紙に記載すること。

氏名(法人にあつては、

名称)

備考

印

殿

印

印

別
記
第
十
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

譲
渡
人
・
譲
渡
先



.

別記第10号の3様式(第九条の二関係)

麻薬小売業者間譲渡許可変更届

許可年月日

麻薬業務所

年 月

住所

所在地

日

法人にあつては、主た

る事務所の所在地

氏名

名称

許可番号

法人にあつては、名称

麻薬業務所名称

住所
法人にあつては、主た

る事務所の所在地

氏名

変更・免許の失効の事由及びその年

月日

上記のとおり、麻薬小売業者問譲渡許可を受けている麻薬業務所に変更・免許の失効を生じ

たので届け出ます。

年月日

法人にあつては、名称

①麻薬業務所名称

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称)

②麻薬業務所名称

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称)

都道府県知事

(注意)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4と,、ること。

2 届出者欄に、麻薬小売業者問譲渡許可を受けた者のすべてを記載することができないと

きは、別紙に記載すること。

殿

印

印

変
更
前

変
更
・
免
許
の
失
効
を
生
じ
た
麻
薬
業
務
所

変
更
後

別
記
第
十
号
の
三
様
式
の
炊
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



日月年

印

印

追
加
す
る
麻
薬
小
売
業
者

印

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
ょ
る
改
正
前
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
ょ

り
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
許
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
ょ

る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
。

第
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
ょ
る
改
正
前
の
様
式
(
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
)
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
ょ
る
改
正
後
の
様
式
に
ょ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
ょ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

殿

附
則

(注意)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 届出者欄に、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた者のすべてを記載することができないと

きは、月リ紙に記載すること。

3 追加する小売業者については、追加する小売業者の欄を記入した上で、届出者欄にっい

ても必要事項を記入すること。

別記第10号の4様式(第九条の二関係)

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届

許可年月日

麻薬業務所

住所

所在地

法人にあつては、主たる

事務所の所在地

氏名

上記のとおり、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に他の麻薬小売業者を加える

必要があるので届け出ます。他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤司・

ることができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡します。
年月日

名称

許可番号

法人にあつては、名称

①麻薬業務所名称

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称)

②麻薬業務所名称

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称)

③麻薬業務所名称

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称)

都道府県知事
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麻
薬
及
ぴ
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

目
炊

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
)
(
抄
)

0

●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
、
●
●
●
●
●

0
 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
)
(
抄
)

:
:
:
.
ー

第
九
条
法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
ぴ
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
ょ
り
麻
薬

の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
捍
る
事
項
を
記
載
し

(
譲
渡
し
の
許
可
申
請
)

改

た
申
請
書
(
別
記
第
十
号
様
式
)
を
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻

薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に

麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在

場
所
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

-
 
S
七
(
略
)

正

.

案

(
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
)

第
九
条
の
二
二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
共
伺
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

談
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
三
(
略
)

第
九
条
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
ょ
り
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
炊
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
(
別
記
第

(
該
渡
し
の
許
可
申
請
)

現

十
号
様
式
)
を
地
方
厚
生
局
長
(
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
)
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
ぴ
主
た

る
事
務
所
所
在
地
)

二
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
免
許
の
種
類

四
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
ぴ
所
在
地

五
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量
、
容
器
の
容
量
及
ぴ
数

六
譲
渡
先

七
譲
渡
し
の
理
由

(
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
)

第
九
条
の
二
二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
欧
に
掲
げ
る
す
、
ぺ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
炊
項
に
定
め
る
手
続

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

行

に
ょ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の
讓
渡

し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業



前
項
の
規
定
に
ょ
り
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、

2

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
(
別
記
第
十
号
の
二
様
式
)
を
そ

薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
(
堕

(
削
除
)(

堕
露
)

(
堕

一
一

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一

3

剛
の
許
可
{
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
」
と
い

う
。
)
を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
麻
薬
小
売

業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
交
付
す
る
。

4
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
の
有
効
期
間
は
、
許
可
の
日
か
ら
そ
の
日
の

者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
ょ
り
調
剤
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

二
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在

地
が
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
こ
と

2
 
前
項
の
規
定
に
ょ
り
申
請
す
る
場
合
に
船
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
欧

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
(
別
記
第
十
号
の
二
様
式
)
を
地
方
厚

生
局
長
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

属
す
る
年
の
翌
々
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
第
二
項
第
三
号
の
期
間
の
最

後
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
と
す
る
。

5
 
(
略
)

6
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
、
そ
の

一
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
所
在
地

二
免
許
証
の
番
号
及
ぴ
免
許
年
月
日

三
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
期
間
を
限
定
し
て
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間

五
い
ず
れ
の
申
請
者
も
、
他
の
申
請
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻

薬
処
方
せ
ん
に
ょ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不

足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
譲
り
渡
す
旨

3
 
地
方
厚
生
局
長
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
の
許

可
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
麻
薬
小
売
業
者
間
該
渡
許
可
」
と
い
う
。
)

を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
麻
薬
小
売
業
者
問

譲
渡
許
可
書
を
交
付
す
る
。

4
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
の
有
効
期
間
は
、
許
可
の
日
か
ら
そ
の
日
の

い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に

麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
第
二
項
第
石
ぢ
若
し
く
は

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
届
書
(
別
記
第
十
号
の
三
様
式
)
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可

書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共

同
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
第
二
項
第
四
号
の
期
間
の
最
後
の
日
の

い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
と
す
る
。

5
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
は
、
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

6
 
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
浦
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
、
又
は

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小

売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
歌
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻

薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
ょ
り
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡

許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
及
び
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受

け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
だ
届
書
(
別
記
第
十
号
の
四
様
式
)
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡

許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

に
共
同
し
て
提
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

9
 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
麻

薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
書
き
替
え
て
当
該
麻
薬
小
売
業
者
に
交
付
す

る
。

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
麻
薬
小
売

業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
殿
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

第
二
項
第
石
ぢ
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
(
別
記
第
十
号
の
三
様
式
)
に

に
申
請
を
し
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

麻
薬
小
売
業
者
問
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
地
方
厚
生
局
長
に
共
同
し
て
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡

許
可
書
を
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

薪
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)

7
 
地
方
厚
生
局
長
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
麻
薬
小
売
業
者
問

譲
渡
許
可
書
を
書
き
替
え
て
当
該
麻
薬
小
売
業
者
に
交
付
す
る
。

(
新
設
)
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全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡

さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許

二

が
効
力
を
失
つ
た
と
き
。

三
前
項
の
規
定
に
ょ
り
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け

た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
発
見
し
た
と

き
0

(
権
限
の
委
任
)

第
五
十
王
条
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
が
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
(
第
四
十
四

号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
十
二
号
又
は
第
四

十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
)
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

-
 
S
十
(
略
)

稽
限
の
委
任
)

第
五
十
五
条
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
炊
に
掲
げ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
が
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
(
第
四
十
四

号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
十
二
号
又
は
第
四

十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
つ
た
場
合
に
限
る
J
 
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

一
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
象
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬

元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

二
法
第
四
条
第
一
項
(
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て

泡
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及

び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

三
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
(
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

四
法
第
八
条
(
法
第
五
十
条
の
四
及
ぴ
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬

元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

五
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
(
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の

十
一
法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
権
限
(

麻
薬
輸
入
業
者
麻
薬
輸
出
業
者
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く
。
)

十
二
S
四
十
四
(
略
)

1

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
J

六
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
(
法
第
五
十
条
の
四
及
ぴ
第
五
十
条
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
 
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
ぴ
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

七
法
第
十
二
条
第
一
項
及
ぴ
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

Xノ九
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
権
限

十
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
)

十
一
法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
権
限
(
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻

薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

0
十
二
法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
ぴ
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
J

十
三
法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬

製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
J

十
四
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
(
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
)

+
五
法
第
四
十
王
条
に
規
定
す
る
権
限

十
六
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八
法
第
王
十
条
の
五
に
規
定
す
る
権
限

十
九
法
第
五
十
条
の
九
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

王
条
に
規
定
す
る
権
限

二
十
一
法
第
王
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

2



,

二
十
二
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三
法
第
五
十
条
の
十
に
規
定
す
る
権
限

二
十
四
法
第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
玉
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
玉
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条

の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条

の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す

る
権
限

二
十
七
法
第
五
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
四
項
、
第
玉
項
及
び
第
七
項
に

規
定
す
る
権
限

二
十
八
法
第
五
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
九
法
第
五
十
条
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

三
十
法
第
五
十
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
一
法
第
五
十
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
権
限

三
十
二
法
第
五
十
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
権
限

三
十
三
法
第
五
十
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
権
限

三
十
四
法
第
五
十
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
権
限

三
十
五
法
第
五
十
条
の
三
十
に
規
定
す
る
権
限

三
十
六
法
第
五
十
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
権
限

三
十
七
法
第
五
十
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
八
法
第
五
十
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
権
限

三
十
九
法
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
(

麻
薬
輸
入
業
者
麻
薬
輸
出
業
者
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く
。
)

四
十
法
第
五
十
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
権
限

四
十
一
法
第
五
十
条
の
四
十
に
規
定
す
る
権
限

2

露
)

、

四
十
二
法
第
五
十
条
の
四
十
一
に
規
定
す
る
権
限

四
十
三
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
(
麻
薬
輸
入
業
者
麻
薬
輸
出

業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
ぴ
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)

四
十
四
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

2
 
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
ょ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。
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政
令
第
六
十
六
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(

平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
亘
舌
方
)
第

二
十
三
条
の
七
及
ぴ
第
二
十
三
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
を
削
る
。

第
三
十
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
(
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
地
方
自
治
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
の
区
域
に

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
)
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
」
及
び
「
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
そ
の
」
を
加
え
、
「
特
定

毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
炊
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条

の
二
第
一
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
中
「
製
造
所
」
を
「
そ
の
製
造
所
」
に
、
「
店
舗
」
を
「
そ
の
店
舗
」
に
、
「
特
定
毒
物

研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
製
造
所
」
を
「
そ
の
製
造
所
」
に
、
「
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主

た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
四
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
変
更
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。特

定
毒
物
研
究
者
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
域
を
異
に
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き

は
、
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
日
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
(
そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
)
に
ょ
る
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

12



第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
を
「
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
」
に
、
「
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可

を
受
け
た
」
を
「
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
域
を
異
に
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
」
に
、
「
許
可

を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の

所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
と

い
う
。
)
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
」
を

「
規
定
に
ょ
る
一
に
、
「
都
道
府
県
知
事
は
」
を
「
旧
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
」
に
、
「
の
う
ち
当
該
」
を
「
の
う
ち
同
項
の

」
に
、
「
の
写
し
を
当
該
通
知
し
た
都
道
府
県
知
事
」
を
「
を
新
管
轄
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
」
を
「
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
主
た
る
研
究

所
の
所
在
地
が
他
の
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
」
に
、
「
許
可
の
取
消
し
を
適
当
」
を
「
適
当
な
措
置
を
と
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
に
、
「
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
」
を
「
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め

同
条
第
二
項
を
削
る
。

、

第
三
十
六
条
の
九
中
「
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

)
」
を
削
る
。

1
門
中
1

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
ょ
る
改
正
前
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
第
三
項
に
お
い
て
「
旧

令
」
と
い
う
。
)
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
ょ
り
特
定
毒
物
研
究
者
全
母
物
及
び
劇
物
取
締

法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
毒
物
研
究
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
か
ら
同
法
第
三
条
の
二

第
一
項
の
許
可
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
」
と
い
う
。
)
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て

さ
れ
て
い
る
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
証
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
証
」
と
い
う
。
)
の
書
換
え
交
付
又
は
再
交
付

の
申
請
(
護
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
と
が
異
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た
る
研

究
所
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
口
ぢ
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
政
令
に
ょ
る
改
正

後
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
第
三
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
)
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第

附

則
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二
項
の
規
定
に
ょ
り
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
許
可
証
の
書

換
え
交
付
又
は
再
交
付
の
申
請
と
み
な
す
。

2
 
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
特
定
毒
物
研
究
者
が
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
か
ら
交
付
さ
れ
、
又
は

書
換
え
交
付
若
し
く
は
再
交
付
を
受
け
た
許
可
証
(
当
該
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
と
が
異
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
か
ら
交
付
さ
れ
、
又
は
書
換
え
交
付
若
し
く
は
再
交
付

を
受
け
た
許
可
証
と
み
な
す
。

3
 
旧
令
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
特
定
毒
物
研
究
者
が
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可

を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
返
納
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
許
可
証
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
そ
の
返
納
が
さ
れ
て

い
な
い
も
の
(
当
該
都
道
府
県
知
事
と
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
と
が
異
な
る
場
合
又
は
そ
の
主
た

る
研
究
所
の
所
在
地
が
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
三
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
対
し
て
返
納
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
許
可
証
に
つ
い
て
そ
の
返
納
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

5
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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文
目
炊

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
)
(
抄
)

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

闇
■
:
:
:
:
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●
●
:
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ー

毒
物
及
ぴ
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

0
 
毒
物
及
ぴ
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
)
(
抄
)

(
削
除
)

改

(
許
可
証
の
交
付
等
)

第
三
十
四
条
都
道
府
県
知
事
(
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、

正

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
J
 
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

後

は
、
指
定
都
市
の
長
)
は
、
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
厚
生
労

働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
許
可
を
申
請
し
た
者
に
許
可
証
を
交
付
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(
登
録
票
又
は
許
可
証
の
書
換
え
交
付
)

第
三
十
五
条
(
略
)

2
 
前
項
の
申
請
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
申
請
書
に
登
録
票

又
は
許
可
証
を
添
え
、
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営

業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ

(
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
)

第
三
十
三
条
の
二

特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
は
、
そ
の
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在

地
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

(
許
可
証
の
交
付
等
)

第
三
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
厚

生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
許
可
を
申
請
し
た
者
に
許
可
証
を
交
付
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

改
正
前

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(
登
録
票
又
は
許
司
証
の
書
換
え
交
付
)

第
三
十
五
条
(
略
)

2
 
前
項
の
申
請
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
申
請
書
に
登
録
票

又
は
許
可
証
を
添
え
、
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
製
造
所
又
は
営
業
所

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て

1



つ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
保
健
所

を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。

炊
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
ぴ
に
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
J
 
に

、

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

(
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、

指
定
都
市
の
長
。
欧
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
並
ぴ
に

第
三
十
六
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

3
 
(
略
)

(
登
録
票
又
は
許
可
証
の
再
交
付
)

第
三
十
六
条
(
略
)

2
 
前
項
の
申
請
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
'
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府

県
知
事
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
票
若
し

く
は
許
可
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、

申
請
書
に
そ
の
登
録
票
又
は
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

3
 
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
登
録
票
又
は
許
可
証
の
再
交
付
を

受
け
た
後
、
失
っ
た
登
録
票
又
は
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県

は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
欧
条
第
二

項
及
ぴ
第
三
項
並
ぴ
に
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
、
特
定
毒

物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府

3

露
)

(
登
録
票
又
は
許
可
証
の
再
交
付
)

第
三
十
六
条
(
略
)

2
 
前
項
の
申
請
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
製
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
つ
て
は
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、

県
知
事
に
、
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

4
 
(
略
)

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事

に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
票
若
し
く
は
許

可
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
申
請
書

に
そ
の
登
録
票
又
は
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

3
 
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
登
録
票
又
は
許
可
証
の
再
交
付
を

受
け
た
後
、
失
つ
た
登
録
票
又
は
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
鯉
造
業
者
又
は
輸

入
業
者
に
あ
つ
て
は
製
造
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、

(
登
録
票
又
は
許
可
証
の
返
納
)

第
三
十
六
条
の
二
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
法
第
十
九
条
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
登
録
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
取

り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
又
は
営
業
若
し
く
は
研
究
を

廃
止
し
た
と
き
は
、
鯉
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
製
造
所
又
は
営
業

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ

て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
そ

特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
の
登
録
票
又
は
許
可
証
を
速

や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の

市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
業
務
の
停
止
の

処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
業
務
停
止
の
期
問
満
了
の
後
、
登
録
票
又
は
許
可

証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3
 
(
略
)

2

4

こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(
略
)

(
登
録
僚
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
)

第
三
十
六
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
保
健
所
を

設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
登
録
簿
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿

を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

(
登
録
票
又
は
許
可
証
の
返
納
)

第
三
十
六
条
の
二
毒
物
劇
物
営
業
者
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
法
第
十
九
条
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
登
録
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
取

り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
又
は
営
業
若
し
く
は
研
究
を

廃
止
し
た
と
き
は
、
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
製
造
所
又
は
営
業
所
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は

そ
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
特
定
毒
物
研
究
者
に
あ
つ
て
は
特
定
毒

物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
の
登
録
票
又
は
許
可
証
を
速
や

か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区

の
区
長
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
は
、
業
務
停
止
の
期
間
満
了
の
後
、
登
録
票
又
は
許
可
証
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

3
 
(
略
)

3

(
登
録
僚
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
)

第
三
十
六
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市

長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
登
録
簿
又
は
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
を
備
え
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に



2

(
略
)

(
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
変
更
)

第
三
十
六
条
の
四
特
定
毒
物
研
究
者
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
城
を
異
に

し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
研
究
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
日
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都

道
府
県
知
事
(
そ
の
変
更
後
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市
の
区
域
に

あ
る
揚
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
管
轄
都
道

府
県
知
事
」
と
い
う
。
)
に
ょ
る
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と

み
な
す
。

新
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
届
出
が
都
道
府
県
又
は
指
定
都

2

市
の
区
域
を
異
に
し
て
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
特
定
毒
物
研
究

者
か
ら
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の
所

在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
変
更
前
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、
指
定
都
市

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
炊
項
に
お
い
て
「
旧
管
轄
都

道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
)
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
ょ
る
通
知
を
受
け
た
旧
管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
毒
物
研
究

3

者
名
簿
の
う
ち
同
項
の
特
定
毒
物
研
究
者
に
関
す
る
部
分
を
新
管
轄
都
道
府
県
知
事

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

(
略
)

(
特
定
毒
物
研
究
者
の
届
出
)

第
三
十
六
条
の
四
法
第
十
条
第
二
項
の
届
出
は
、
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究

(
行
政
処
分
に
関
す
る
通
知
)

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
対
し
行
う
。

第
三
十
六
条
の
六
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
主
た
る
研
究
所
の
所
在

2
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
届
出
が
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を

受
け
た
特
定
毒
物
研
究
者
か
ら
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を

与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
が
他
の
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
区
城
に
あ
る
特
定
毒
物
研
究
者
に
つ
い
て
、

適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ

の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
。

前
項
の
届
出
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
伺

3

(
削
除
)

項
の
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
う
ち
当
該
特
定

毒
物
研
究
者
に
関
す
る
部
分
の
写
し
を
当
該
通
知
し
た
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
事
務
の
区
分
)

第
三
十
六
条
の
九
第
三
十
五
条
第
二
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十

六
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
六
条
の
二
第

一
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
(
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
J
 
並
ぴ
に
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る

0

)
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自

治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

(
行
政
処
分
に
関
す
る
通
知
)

第
三
十
六
条
の
六
都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
特
定

5

毒
物
研
究
者
に
つ
い
て
、
許
可
の
取
消
し
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し

て
、
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
特
定
毒
物
研
究
者
に

つ
い
て
業
務
の
停
止
処
分
を
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
を
与
え

た
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
の
処
分
の
年
月
日
並
び
に
処
分
の
理
由
及
ぴ
内
容
を
通
知

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(
事
務
の
区
分
)

第
三
十
六
条
の
九
第
三
十
王
条
第
二
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十

六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
六
条
の
二
第

一
項
(
経
由
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
(
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
J
 
並
び
に
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
(
経
由
に
係
る

部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
に
ょ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
条
第
九
項
第
石
ぢ
に

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
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0
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
号
)
及
び
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
(
平
成
二
十
八
年
政
令
第
六
十
六
邑

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
)
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
ぴ
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
)
の
一
部
を
炊
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
五
第
四
号
中
「
第
三
十
六
条
の
五
」
を
「
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
「
(
以
下
「
登
録
等
権
限
者
の

ホ
久
更
」
と
い
う
。
)
」
を
削
る
。

第
四
条
の
六
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
」
を
「
都
道
府
県
知
事
(
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
、

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
)
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
四
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
十
に
次
の
石
万
を
加
え
る
。

六
令
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
ょ
る
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の

権
限
を
有
す
る
者
の
変
更
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
長
」
を
加
え
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中
「
黙
磁
司
痴
轡
冊
」
を
 
r
 
"

に
改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久

別
記
第
十
一
号
様
式
の
①
、
別
記
第
十
石
方
様
式
の
②
、
別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中

司
即

轡
冊

「
遥
酬
阿
肝
司
即

嬰
泳
司
駈
轡
冊

「
達
酬
桐
肝

犠
法
司
痴

痴
罵
淵
剛
畔

肅
浬
図



別記第15号様式(第 14条関係)

表

第

所属庁

氏名

毒物劇物監視員

身分証明書

85肌

年 月

年

日発行

月

厚生労働省(地方厚生局、都道府県、

指定都市、保健所設置市又は特別区)

日生

裏

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)抜すい
(立入検査等)

第17条厚生労働大臣は、保健衛生上必.要があると認めるときは、毒吻又1ネ峡」物の製造業者又は輸入業者から'、要な報告を徴し、
又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う
場所に立ち入η、帳癖その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、武験のため必嬰な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、
第Ⅱ条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる.

2 都道府県知事は、保健衛生上遭.要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必雲な報告を徴
し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱
う場所に立ち入り、帳卸その他の物件を検査させ、閲係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、
第U条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させるこ巴ができる。

3 前2項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
4 毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第1項及ぴ第2項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第23条の4 第17条第2項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働
大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この掛合においては、この法律の規定中都
道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に閨する規定として厚生労働大臣に適用があるもの
と,'る。

2 (略)

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)抜すい
(都道府県が処理する事務)

第36条の7 法に規定する厚生労働大臣の楮限に属する事務のうち、玖に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県
知事が行うこと巴,、る。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うヒとを妨げない。

(略)

四製造業者及び輸入業者(梨剤製造業者等を除く。)に係る怯第17条第1項に規定する権限に属する事務
2~4 (略)

写

⑳

真

、

を
叢
研
裳
ヨ
 
8
 
即
に
改
め
る
。

痴
罵
凱
剛
廊
ヨ
ヨ
即

試
浬
図
図
即
」

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヨ
乱
即

図
即
」

号

脇
m



゛

別
記
第
十
七
号
様
式
中

「
達
酬
何
肝
司
即

裳
法
司
師
轡
嶋

粛
応
淵
那
鳳
ヨ
ヨ
即

本
浬
図
図
即
」

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
ょ
る
改
正
前
の
様
式
(
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
J
 
こ

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
ょ
る
改
正
後
の
様
式
に
ょ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
 
と
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
ょ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
營
辻
阿
峅
郡
即

黙
磁
司
痴
轡
嶋

を

誘
洗
黙
副
 
8
 
即
に
改
め
る
。

粛
応
淵
剛
醐
乱
ヨ
即

詠
浬
図
図
即
」

附
則



.

-
3
9
-



.

一

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

目
炊

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
)
(
抄
)

0

■
●
●
●
●
.
●
●
●
■
●
●
●
■

0
 
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
)
(
抄
)

(
登
録
簿
の
記
載
事
項
)

第
四
条
の
五
登
録
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
の

ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
毒
物
及
ぴ
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号

改

1

以
下
'
工
と
い
う
。
)
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
登

0

録
簿
の
送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
等
の
権
限
を
有
す
る

者
の
変
更
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

正

霧
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
)

第
四
条
の
六
(
略
)

2
 
前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
炊
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ

て
い
る
都
道
府
県
知
事
霧
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が

後

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
四
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提

出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

-
 
S
四
(
略
)

(
登
録
簿
の
記
載
事
項
)

第
四
条
の
五
登
録
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
の

ほ
か
、
炊
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
毒
物
及
ぴ
劇
物
取
締
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号

改

0

以
下
「
令
」
と
い
う
。
)
第
三
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
登
録
簿
の

送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
登
録
等
の
権
限
を
有
す
る
者
の
変

更
(
以
下
「
登
録
等
権
限
者
の
変
更
」
と
い
う
。
)
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ

の
年
月
日

霧
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
)

第
四
条
の
六
(
略
)

2
 
前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
炊
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
由
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ

正

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

前

て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
申
請
書
に

そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

-
 
S
四
(
略
)



(
治
療
等
の
考
慮
)

第
四
条
の
八
(
略
)

(
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
記
載
事
項
)

第
四
条
の
十
(
整

-
 
S
五
(
略
)

六
令
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
ょ
る
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の

送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の
権
限
を
有
す
る
者
の
変
更
が

あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

靈
物
劇
物
営
業
者
及
び
特
定
毒
物
研
究
者
の
届
出
)

第
十
一
条
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式

に
ょ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
 
前
項
の
届
書
(
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
十
条
の
三
第
一
号
若
し

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
に
は
、
設
備
の
概
要

図
を
添
付
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届

書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市

の
長
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
に
提
出
さ

れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た

設
備
の
概
要
図
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

(
治
療
等
の
考
塵

第
四
条
の
八
都
道
府
県
知
事
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
を
行
つ

た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

者
に
当
該
許
可
を
与
え
る
か
ど
ぅ
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に

受
け
て
い
る
治
療
等
に
ょ
り
障
害
の
程
度
が
怪
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

霧
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
記
載
事
逗

第
四
条
の
十
凾
)

-
 
S
五
(
略
)

靈
物
劇
物
営
業
者
及
び
特
定
毒
物
研
究
者
の
届
当

第
十
一
条
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
は
別
記
第
十
一
号
様
式

に
ょ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
 
前
項
の
届
書
(
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
十
条
の
三
第
一
号
若
し

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
に
は
、
設
備
の
概
要

図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届

書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を

設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
殷
備
の
概
要
図
に

つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

.

、
0

、




